
別紙６
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する

基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）
【平成30年４月１日施行】

改 正 案 現 行

（一部負担金の受領等） （一部負担金の受領等）
第五条 （略） 第五条 （略）
２ （略） ２ （略）
３ 保険医療機関のうち、医療法（昭和二 ３ 保険医療機関のうち、医療法（昭和二
十三年法律第二百五号）第四条第一項に 十三年法律第二百五号）第四条第一項に
規定する地域医療支援病院（同法の規定 規定する地域医療支援病院（同法第七条
に基づき許可を受け、若しくは届出をし 第二項第五号に規定する一般病床（児童
、又は承認を受けた病床（第十一条第二 福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号
項において「許可病床」という。）の数 ）第六条の二の二第三項に規定する指定
が四百以上であるものに限る。）及び同 発達支援医療機関及び同法第四十二条第
法第四条の二第一項に規定する特定機能 二号に規定する医療型障害児入所施設に
病院であるものは、健康保険法第七十条 係るものを除く。）の数が五百以上であ
第三項に規定する保険医療機関相互間の るものに限る。）及び医療法第四条の二
機能の分担及び業務の連携のための措置 第一項に規定する特定機能病院であるも
として、次に掲げる措置を講ずるものと のは、健康保険法第七十条第三項に規定
する。 する保険医療機関相互間の機能の分担及

び業務の連携のための措置として、次に
掲げる措置を講ずるものとする。

一・二 （略） 一・二 （略）
４ （略） ４ （略）

第五条の二の二 前条第二項の厚生労働大 第五条の二の二 前条第二項の厚生労働大



臣の定める保険医療機関は、公費負担医 臣の定める保険医療機関は、公費負担医
療（厚生労働大臣の定めるものに限る。 療（厚生労働大臣の定めるものに限る。
）を担当した場合（第五条第一項の規定 ）を担当した場合（第五条第一項の規定
により患者から費用の支払を受ける場合 により患者から費用の支払を受ける場合
を除く。）において、正当な理由がない を除く。）において、患者から求めがあ
限り、当該公費負担医療に関する費用の つたときは、正当な理由がない限り、当
請求に係る計算の基礎となつた項目ごと 該公費負担医療に関する費用の請求に係
に記載した明細書を交付しなければなら る計算の基礎となつた項目ごとに記載し
ない。 た明細書を交付しなければならない。

２ （略） ２ （略）

（入院） （入院）
第十一条 （略） 第十一条 （略）
２ 保険医療機関は、病院にあつては、許 ２ 保険医療機関は、病院にあつては、医
可病床数の範囲内で、診療所にあつては 療法の規定に基づき許可を受け、若しく
、医療法の規定に基づき許可を受け、若 は届出をし、又は承認を受けた病床数の
しくは届出をし、又は通知をした病床数 範囲内で、診療所にあつては、同法の規
の範囲内で、それぞれ患者を入院させな 定に基づき許可を受け、若しくは届出を
ければならない。ただし、災害その他の し、又は通知をした病床数の範囲内で、
やむを得ない事情がある場合は、この限 それぞれ患者を入院させなければならな
りでない。 い。ただし、災害その他のやむを得ない

事情がある場合は、この限りでない。
３ （略） ３ （略）

第二十六条の五の二 前条第二項の厚生労 第二十六条の五の二 前条第二項の厚生労
働大臣の定める保険薬局は、公費負担医 働大臣の定める保険薬局は、公費負担医
療（厚生労働大臣の定めるものに限る。 療（厚生労働大臣の定めるものに限る。
）を担当した場合（第二十六条の四第一 ）を担当した場合（第二十六条の四第一
項の規定により患者から費用の支払を受 項の規定により患者から費用の支払を受
ける場合を除く。）において、正当な理 ける場合を除く。）において、患者から



由がない限り、当該公費負担医療に関す 求めがあつたときは、正当な理由がない
る費用の請求に係る計算の基礎となつた 限り、当該公費負担医療に関する費用の
項目ごとに記載した明細書を交付しなけ 請求に係る計算の基礎となつた項目ごと
ればならない。 に記載した明細書を交付しなければなら

ない。
２ （略） ２ （略）



高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する
基準の一部を改正する件（平成二十四年厚生労働省告示第七十四号）
【平成30年４月１日施行】

改 正 案 現 行

ただし、保険医療機関（病院を除く。） ただし、保険医療機関（病院を除く。）
において、領収証を交付するに当たり明細 及び保険薬局において、領収証を交付する
書を常に交付することが困難であることに に当たり明細書を常に交付することが困難
ついて正当な理由がある場合は、この告示 であることについて正当な理由がある場合
による改正後の第五条の二第二項又は第二 は、この告示による改正後の第五条の二第
十六条の五第二項の規定にかかわらず、当 二項又は第二十六条の五第二項の規定にか
分の間、患者から求められたときに明細書 かわらず、当分の間、患者から求められた
を交付することで足りるものとし、明細書 ときに明細書を交付することで足りるもの
の交付を無償で行うことが困難であること とし、明細書の交付を無償で行うことが困
について正当な理由がある場合は、この告 難であることについて正当な理由がある場
示による改正後の第五条の二第三項又は第 合は、この告示による改正後の第五条の二
二十六条の五第三項の規定にかかわらず、 第三項又は第二十六条の五第三項の規定に
当分の間、明細書の交付を有償で行うこと かかわらず、当分の間、明細書の交付を有
ができるものとする。 償で行うことができるものとする。


